
「受動喫煙防止対策補助金」制度

 本制度についてはすでに御承知の内容かと思いますが、あらためてご案内いたします。

　このたびの「助成金制度」は組合員様が直営店に分煙室を設けるなどで要した費用の
一部を国が助成するとの内容です。
申請は、各都道府県労働局宛に提出して頂くことになります。

なお、「案内書」に記載内容のうち、次の点を補足いたします。ご参考まで・・・

①　飲食店の分煙化の改修費用は対象か
　　　　　　　　　　・・「事業所」の改修工事に限定ではないか？
　→　直営店の「飲食店舗」の助成の対象となります。

②　対象事業者の区分について
　→　資料からは当組合に加盟の組合員様はどの「事業主」に区分されるかが曖昧です
が、確認したところ、直営店の回収の場合も組合員様の「直営店」であれば、対象事業
者は親会社である組合員様となり、その他業種の「製造業」に区分されます。
したがって、従業員数が３００人以下もしくは、資本金３億円以下の事業所であれば、
補助の対象となります。
※組合員様が経営する直営店は、アンテナショップ的な店舗の意味合いが多く、事業と
しての主たる収入源は、焙煎加工業＝製造業とみなすことができるため。

③　「改修方法」について、当局のアドバイス
　→　分煙の方法として、強力なエアカーテンのような設備を設けるという方法が負担
が少なく、簡単なようですが、その様な改修も助成の対象となりますが、反面、今般の
法改正が国会を通過した場合、エアカーテンのような設備による分煙方法は「違法」と
みなされると予測されています。したがって、できれば「間仕切り」を設ける方法での
改修が望ましいとのアドバイスでした。

「受動喫煙防止対策補助金」制度のご案内










